
 

 

 

 

 

 

第 38 回 

東近江市都市計画審議会 

 

 

議  案  書 

 

 

 

 

  

 

 
令和５年 11 月 17 日（金） 

東近江市役所 313、314 会議室（新館３階）  
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議案第１号 近江八幡八日市都市計画宮荘町南部地区計画変更（東近江市決定）につ

いて（付議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



議案第１号 

 

 

近江八幡八日市都市計画宮荘町南部地区計画変更（東近江市決定）について（付議） 

 

 

このことについて、別紙のとおり東近江市長から諮問されたので、審議願います。 

 

 

令和５年 11 月 17 日 

 

 

東近江市都市計画審議会 

会長 岡 井 有 佳 
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東 都 計 第  号  

令和５年 11月 17日  

 

東近江市都市計画審議会 

会長 岡 井 有 佳 様 

 

    東近江市長 小 椋 正 清  

 

近江八幡八日市都市計画宮荘町南部地区計画変更（東近江市決定）について（付

議） 

 

 このことについて、近江八幡八日市都市計画地区計画を決定しようとするもので、

都市計画法（昭和43年法律第100号）第19条第１項の規定により、審議会に付議します。 
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近
江
八

幡
八

日
市
都
市

計
画

地
区

計
画
の
変

更
（

東
近

江
市
決
定

）
 

都
市

計
画

宮
荘

町
南

部
地

区
計

画
を
次

の
よ

う
に

変
更

す
る

。
 

１
 
地

区
計

画
の

名
称

 
宮

荘
町
南

部
地

区
計

画
 

２
 
地

区
計

画
の

位
置

 
東

近
江
市

宮
荘

町
の

一
部
 

３
 
地

区
計

画
の

区
域

面
積

 
約

2
.
7ｈ

ａ
 

４
 
地

区
計

画
の

目
標

 

当
地

区
は

、
五

個
荘

地
域

の
中

央
部

に
位
置

し
、

市
街

化
区

域
に
隣

接
し

た
既

存
集

落
の

区
域
内

に
位

置
す

る
。

 
区

域
に
接

す
る

市
道

は
、
都
市

計
画
道

路
と

し
て

整
備

を
予

定
し
て

い
る

道
路

で
あ

り
、
ま
た

、
周

辺
１

ｋ
ｍ

圏
内

に
は
、
小
学

校
、
中
学

校
、

認
定

こ
ど
も

園
、
五

個
荘

支
所

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ

セ
ン

タ
ー

、
鉄

道
駅

な
ど
が

立
地

し
て

お
り

、
住

環
境
に

恵
ま

れ
た

位
置

に
あ

る
。

区
域
が

属

す
る

既
存
集

落
に
お

い
て

は
、

良
好

な
居

住
環
境

が
形

成
さ

れ
て

い
る

が
、
集

落
の

維
持

や
コ

ミ
ュ

ニ
テ
ィ

の
希

薄
化

、
農

業
の

担
い

手
不
足

と

い
っ

た
問

題
が

懸
念

さ
れ

て
い

る
。

 
集

落
地

と
農

業
生
産

基
盤

の
整

備
さ

れ
た

優
良
農

地
と

の
調

和
を

図
り

な
が
ら

今
後

と
も

積
極

的
に

保
全

し
て
い

く
担

い
手

の
育

成
及
び

子
育

て
世

代
の
転

出
抑
制

を
図

り
、

良
好

な
集

落
地
の

維
持

、
保

全
、

定
住

が
で
き

る
住

環
境

づ
く

り
を

推
進
す

る
と

と
も

に
、

地
域

内
に

あ
る
歴

史

的
地

域
資

源
を

活
用

す
る

こ
と

で
、
地

域
活

力
や

地
域

経
済

の
低

下
等
の

課
題

解
決

を
図

る
こ
と

を
目

標
と

す
る

。
 

５
 
区

域
の

整
備

、
開

発
 

及
び

保
全

の
方

針
 

土
地

利
用

の
方

針
 

（
別

紙
１

の
と

お
り

）
 

地
区

施
設

の
整

備
方

針
 

建
築

物
等

の
整

備
方

針
 

そ
の

他
当

該
区

域
の

整
備

、
 

開
発

及
び

保
全

に
関

す
る

方
針

 

６
 
地

区
整

備
計

画
 

地
区

施
設

等
に

関
す

る
事

項
 

（
別

紙
２

の
と

お
り

）
 

建
築

物
等

に
関

す
る

事
項

 

土
地

利
用

に
関

す
る

事
項

 

備
 

 
 

 
 

 
考
 

 

「
区

域
は

計
画

図
表

示
の

と
お

り
」
 

計
画

書
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【
別

紙
１

】
 

５
 

 区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針
 

土
地

利
用

の
方

針
 

 周
辺

の
自

然
環

境
や

既
存

住
宅

地
と
の

調
和

を
図

り
つ

つ
、

良
好
な

低
層

住
宅

地
を

形
成

す
る
。

 
た

だ
し

、
地

区
整
備

計
画

の
Ｂ

地
区
は

、
歴

史
的

地
域

資
源

の
保
全

、
活

用
を

目
的

と
し

た
業
務

用
地

と
し

て
、
土
地

利
用
を

図
る
。 

こ
の

区
域

に
お

い
て

は
、
八
日

市
都
市

拠
点

及
び

能
登

川
副

次
都

市
拠
点

へ
の

交
通

ア
ク

セ
ス
の

利
便

性
を

生
か

し
、
集

落
周

辺
未

利
用

地
の

有
効

活
用

、
若

者
世

代
の

定
住

促
進
及

び
既

存
集

落
と

隣
地

農
地

の
調
和

を
図

り
な

が
ら

歴
史
的

地
域

資
源

を
活

用
す

る
こ
と

で
、
地
域

活
力
や

地
域

経
済

の
低

下
等

の
課

題
解

決
を

図
る
。

 

地
区

施
設

の
整

備
方

針
 

良
好

な
居

住
環

境
の

形
成

を
図

る
た
め

、
幅

員
６

ｍ
の

区
画

道
路
及

び
公

園
を

整
備

す
る

。
 

建
築

物
等

の
整

備
方

針
 

良
好

な
低

層
住

宅
地

及
び

業
務

用
地
を

形
成

す
る

た
め
、
建

築
物

の
用
途

及
び

壁
面

の
位

置
を
制

限
す

る
と

と
も

に
、
容
積

率
・
建

ぺ
い

率
及

び
建

築
物

の
高

さ
の

最
高

限
度

等
を

定
め
る

。
ま

た
、

建
築

物
の
形

態
意

匠
に

つ
い

て
も

調
和
が

図
ら

れ
る

よ
う

制
限

を
定
め

る
。
 

そ
の

他
当

該
区

域
の

整

備
、

開
発

及
び

保
全

に
関

す
る

方
針
 

集
落

内
に

は
歴

史
的

に
貴

重
な

社
寺
や

近
江

商
人

屋
敷

等
、
歴
史

文
化

遺
産
が

点
在

し
て

い
る

。
こ
の

歴
史

文
化

遺
産

を
保
全

、
利

用
及
び
活

用
す

る
こ

と
で

、
愛

着
と

誇
り

を
持

て
る
特

色
あ

る
地

域
づ

く
り
を

図
る

。
 

市
道

竜
田

簗
瀬

線
（

都
市

計
画

道
路

3
.
4.
7
北
町

屋
簗

瀬
線

）
は
、
都
市

計
画

決
定

さ
れ
て

い
る
。
区
域

内
に

お
け

る
建

築
物
の

建
築

の
際

は
、

将
来

に
お

け
る

都
市

計
画

事
業

の
円

滑
な
執

行
を

確
保

す
る

た
め
、

都
市

計
画

法
の

許
可

基
準
を

遵
守

す
る

。
 

 
区

域
内

の
公

共
用

地
（

里
道

・
水

路
）
は

、
将

来
に

わ
た

り
、
そ

の
機

能
の

維
持

、
保

全
を
図

る
。

 
Ｂ

地
区
に

お
い

て
は

歴
史

的
地

域
資
源

の
保

全
、

活
用

を
目

的
と

し
て
い

る
た

め
地

区
内

の
緑
化

を
推

進
す

る
。

 

      

6



【
別

紙
２

】
 

６
 

 地  区  整  備  計  
 

画
 

地
区

施
設

等
に

関
す

る
事

項
 

Ａ
地

区
 

区
画

道
路

 

(
配

置
計

画
図

表
示

の
と

お
り
)
 

公
園
 

(
配

置
計

画
図

表
示

の
と

お
り
 

1
箇

所
 
面

積
1
9
5
㎡

) 

 

建 築 物 等 に 関 す る 事 項
 

地
区

の
区

分
 

名
 
称

 
Ａ

地
区

 
Ｂ

地
区
 

面
 
積

 
約

0
.
8ｈ

ａ
 

約
0
.
8ｈ

ａ
 

建
築

物
等

の
 

用
途

の
制

限
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

以
外

の
建

築
物
は

建
築

し
て

は
な

ら
な

い
。
 

１
 

住
宅

（
た

だ
し

一
戸

建
て

専
用

住
宅
に

限
る

。）
 

２
 

建
築

基
準

法
施

行
令
第

1
3
0
条

の
３
に

定
め

る
兼

用
住

宅
 

３
 

前
各

号
の

建
築

物
に

附
属

す
る

も
の

 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

は
建

築
し

て
は
な

ら
な

い
。
 

１
 

建
築

基
準

法
別

表
第

二
（

に
）
項

に
掲

げ
る

建
築

物
 

２
 

住
宅

、
兼

用
住

宅
、

共
同

住
宅
、

寄
宿

舎
又

は
下

宿
 

容
積

率
の

最
高

限
度

 
1
0
分
の

1
0 

1
0
分

の
2
0 

建
ぺ

い
率

の
最

高
限

度
 

1
0
分
の

６
 

1
0
分

の
６
 

敷
地

面
積

の
最

低
限

度
 

2
0
0
㎡
（

隅
切

部
1
8
0
㎡

）
 

2
0
0
㎡

 

壁
面

の
位

置
の

制
限

 
建

築
物

の
外

壁
又

は
こ

れ
に

代
わ

る
柱

の
面

か
ら

道
路

境
界

線

及
び

隣
地

境
界

線
ま

で
の

距
離

を
1.

0
ｍ
以

上
と

す
る

。
 

建
築

物
の

外
壁

又
は

こ
れ

に
代

わ
る

柱
の

面
か

ら
道

路
境

界
線

及

び
隣

地
境

界
線

ま
で

の
距

離
を

1
.
0ｍ

以
上

と
す

る
。
 

建
築

物
等

の
 

高
さ

の
最

高
限

度
 

1
0
ｍ
 

1
0
ｍ
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日
影

規
制

・
北

側
斜

線
 

建
築

物
の

各
部

分
の

高
さ

は
、
当

該
部

分
か

ら
前

面
道

路
の

反
対

側
の

境
界

線
又

は
隣

地
境

界
線

ま
で

の
真

北
方

向
の

水
平

距
離

に

1
.
2
5
を

乗
じ

て
得

た
も

の
に
５

ｍ
を

加
え
た

も
の

以
下

と
す

る
。
 

建
築

物
の

各
部

分
の

高
さ

は
、
当
該

部
分

か
ら

前
面

道
路

の
反

対
側

の
境

界
線

又
は

隣
地

境
界

線
ま

で
の

真
北

方
向

の
水

平
距

離
に

1
.
25

を
乗

じ
て

得
た

も
の

に
５

ｍ
を

加
え
た

も
の

以
下

と
す

る
。

 

建
築

物
等

の
形

態
、

 

意
匠

の
制

限
 

１
 

附
属

建
築

物
を

除
き
、
建

築
物
の

屋
根

は
勾

配
屋

根
と

し
、
屋

根
の

勾
配
は

1
0
分

の
３

以
上
と

す
る
。
 

２
 

外
壁

、
屋
根

の
色

彩
は
、
東
近

江
市

景
観

計
画

に
定
め

る
基
準

値
と

す
る

。
 

外
壁

、
屋

根
の

色
彩

は
、
東
近

江
市
景

観
計

画
に

定
め

る
基

準
値
と

す
る

。
 

垣
、

柵
の

構
造

の
制

限
 

道
路

及
び

敷
地

境
界

に
面

し
て

垣
又
は

柵
を

設
け

る
場

合
は

、
そ

の
構

造
は

、
生

垣
又

は
透

過
性

の
高
い

フ
ェ

ン
ス

と
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
た
だ

し
、
門

柱
、
門

扉
に
類

す
る

も
の

及
び

東
近

江
市
地

区
計

画
の

区
域

内
に

お
け

る
建

築
物

の
制

限
に

関
す

る
条

例
施

行

規
則

で
定

め
る

も
の

は
除

く
。

 

特
に

定
め

な
い
 

敷
地

内
の

緑
化

措
置
 

特
に

定
め

な
い
 

敷
地

内
の

緑
地

に
つ

い
て

は
、

適
切
に

保
全

す
る

。
 

土
地

利
用

に
関

す
る

事
項

 
都

市
計
画

道
路

の
区

域
内

に
は

容
易
に

移
転

し
、
又
は

除
却

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
建

築
物

を
建

築
し

な
い
こ

と
。

 
特

に
定

め
な
い
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理
 

由
 

書
 

 近
江

八
幡

八
日

市
都

市
計

画
地

区
計

画
「
都

市
計

画
宮

荘
町

南
部
地

区
計

画
」

は
、

令
和

４
年
２
月

2
5
日

に
都

市
計
画

決
定
し

て
い

る
。

 
当

地
区
は

、
五

個
荘

地
域

の
中

央
部

に
位
置

し
、

市
街

化
区

域
に
隣

接
し

た
既

存
集

落
の

区
域
内

に
位

置
す

る
。

 
区

域
に

接
す

る
市

道
は

、
都

市
計

画
道

路
と

し
て

整
備

を
予

定
し

て
い

る
道

路
で

、
ま

た
、

周
辺

１
ｋ

ｍ
圏

内
に

は
、

小
学

校
、

中
学

校
、

認
定

こ
ど

も
園

、
五

個
荘

支
所

、
コ

ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

、
鉄
道
駅

な
ど
が

立
地

し
て

お
り

、
住

環
境
に

恵
ま

れ
た

位
置

に
あ

る
。
区

域
が

属
す

る
既
存
集

落
に
お

い
て

は
、
良

好
な
居

住
環
境

が
形

成
を

さ
れ

て
い

る
が
、

集
落

の
維

持
や

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
希
薄

化
、

農
業

の
担

い
手

不
足

と
い
っ

た
問

題
が

懸
念

さ
れ
て

い
る

。
 

集
落

地
と

農
業

生
産

基
盤

の
整

備
さ

れ
た
優

良
農

地
と

の
調

和
を
図

り
な

が
ら

今
後

と
も

積
極
的

に
保

全
し

て
い

く
担

い
手
の

育
成

と
と

も
に
、
子

育
て
世

代
の

転
出

抑
制

を
図
り
、

良
好

な
集

落
地

の
維

持
、

保
全

、
定
住

が
で

き
る

住
環

境
づ

く
り

を
推
進

す
る

こ
と

と
し

て
い
る

。
 

ま
た

、
地

域
内

に
あ

る
歴

史
的

地
域

資
源
を

活
用

す
る

こ
と

で
、
地

域
活

力
や

地
域

経
済

の
低
下

等
の

課
題

解
決

を
図

る
こ
と

と
し

て
い

る
。
 

新
た

に
地

区
整

備
計

画
区

域
に

編
入

す
る
Ａ

地
区

約
0
.
2h
a
の

土
地

は
、
集

積
、
集

約
の
形

成
に
適

し
て

い
な

い
農

地
で

あ
る
。
該

当
地

は
利

害
関
係

人
と
の

調
整

が
整

い
次

第
、

A
地

区
の

整
備

計
画

に
含

め
る

計
画

と
し

て
地

区
計

画
決

定
を

し
て

お
り

、
今

回
、

調
整

が
整

っ
た

た
め

地
区

整
備

計
画

の
区

域
の

一
部

を
変

更
追

加
す

る
も

の
で

あ
る

。
地

区
整

備
計

画
区

域
へ

編
入

す
る

こ
と

で
、

計
画
的

な
土

地
利

用
の

誘
導

を
図

り
周
辺

と
調

和
し

た
住

宅
地
を

形
成

す
る

こ
と

が
可

能
と
な

る
た

め
、

都
市

計
画

の
変
更

を
行

う
も

の
で

あ
る

。
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総
括

図

五
個

荘
支

所
・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ
ー

五
個

荘
中

学
校

宮
荘

町
南

部
地

区
計

画

五
個

荘
あ

じ
さ

い
幼

児
園

五
個

荘
小

学
校

J
R
能

登
川

駅

近
江

鉄
道

八
日

市
駅

近
江
鉄
道
五
箇

荘
駅
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